
令和８年度（２０２６年度） 

水俣市工事入札参加者資格審査申請要領 

≪建設工事業者≫ 

新規申請又は工種追加 

 

１ 申請の対象者 

 【新規申請又は工種追加】次の要件を全て満たす者とします。 

(1)  令和８年度（２０２６年度）において水俣市（上下水道事業を含む、病院事業は除く）

が発注する建設工事に係る競争入札に参加しようとする建設業者であること。 

(2)  地方自治法施行令第１６７条の４及び水俣市工事入札参加資格審査格付要綱第５条の

規定に該当しない者。 

(3)  経営事項審査の審査基準日が『令和６年１０月１日～令和７年９月３０日』の期間内

である者。（経営規模等評価申請書（建設業法施行規則別記様式第２５号の１１）に審査

済印があること。） 

 【工種追加】の場合、さらに次の要件も満たす者とします。 

(1)  既に令和７・８年度水俣市工事入札参加者資格を有する建設業者であること。 

 

２ 申請の受付 

(1) 申請方法 

原則、電子申請のみとします。 

ただし、電子申請での対応が難しい場合については、郵送又は持参での提出でも構い

ません。その際は、資料作成前にお問合せください。 

(2) 受付期間及び提出先 

① 受付期間 

令和８年（２０２６年）１月７日（水）～令和８年（２０２６年）２月６日（金） 

※持参の場合、土・日及び祝日を除きます。 

※郵送の場合、令和８年（２０２６年）２月６日（金）の消印有効とします。 

 

② 提出先（郵送又は持参の場合のみ） 

〒８６７－８５５５ 熊本県水俣市陣内１－１－１ 

水俣市 総務企画部 財政課 契約施設マネジメント室 

※郵送の場合、封筒の宛名面に「水俣市工事入札参加者資格審査申請書（建設工事）

在中」と朱書きしてください。 

  



３ 提出書類 

 【新規申請】 

(1) 別紙の「提出書類及び添付書類一覧表（建設工事・新規申請）」のとおりです。 

【工種追加】 

(1) 別紙の「提出書類及び添付書類一覧表（建設工事・工種追加）」のとおりです。 

 

４ 入札参加者資格審査 

(1)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４及び水俣市工事入札参

加者資格審査格付要綱（平成１５年告示第１７号）に基づき、入札参加者資格の有無に

ついて審査を行います。 

(2)  「提出書類及び添付書類一覧表（建設工事・新規申請）」又は「提出書類及び添付書類

一覧表（建設工事・工種追加）」に掲げる提出書類に不足のある者、経営事項審査におけ

る総合評定値の請求を行っていない業種及び直近の経営規模等評価結果通知書兼総合評

定値通知書において「完成工事高」に実績がない業種については、申請を受け付けませ

ん。 

(3)  経営事項審査において、雇用保険、健康保険又は厚生年金保険のいずれかの加入状況

が「無」となっている者の申請は、受け付けません。ただし、指名願の申請日までに当

該保険に加入し、かつ、当該保険料の未納がない者又は適用除外となった者は、この限

りでありません。 

(4)  国税、県税及び市税に未納税額がある者の申請は受け付けません。ただし、法令に基

づく猶予制度の適用を受けている場合は、この限りではありません。 

 

５ 入札参加者資格の有効期間 

今回の申請に係る入札参加者資格の有効期間は、令和８年（２０２６年）４月１日から令

和９年（２０２７年）３月３１日までとなります。 

 

６ 問い合わせ先 

水俣市 総務企画部 財政課 契約施設マネジメント室 

建設工事業者指名願 担当 

（住所）熊本県水俣市陣内１丁目１番１号 

（電話）０９６６－６１－１６０５ 



商号又は名称

　提出書類及び添付書類一覧表（建設工事・新規申請）
○ 必須
△ 該当する場合のみ要提出
× 不要

（別紙）

№ 提出書類 様式
法人
個人

部数 摘要 写し
電子
申請

郵送又
は持参

申請者
確認

市確認 不足書類

1
黄色Ａ４縦ファイル（下記の書類を綴じ
る）

1

※表紙及び背表紙に、上部を空けて
（背表紙については上部を１０センチ
程度空けて）商号又は名称を記載して
提出すること。

× ○ □ □

2 資格審査結果通知書の送付用封筒 1 ・認定通知を４月以降に発送予定 × ○ □ □
（郵送の場合、必要があれば）
受付を行った申請書の返送用封筒

1
※返送用封筒は、長３封筒に１１０円
切手貼付、住所・宛名を記載すること

× △ □ □
3

提出書類及び添付書類一覧表（建設工事・
新規申請）

1 郵送又は持参の場合、提出必須 × ○ □ □

4

令和８年度（２０２６年度）水俣市工事入
札参加者資格審査申請に係る申請担当者又
は申請代理人について　≪建設工事、測
量・建設コンサルタント等≫

1 郵送又は持参の場合、提出必須 × ○ □ □

5 入札参加者資格審査申請書（建設工事）
様
式
１

1 × ○ □ □

（受付確認が必要な場合）
入札参加者資格審査申請書（建設工事）

様
式
１

1
受付確認が必要であれば、原本とは別
に１部提出すること（写しでも可）

可 × △ □ □

6 委任状
様
式
２

1

代理人を定め権限を委任する必要があ
る場合は提出し、委任期間を必ず記載
すること（電子申請の場合、『フルカ
ラーのＰＤＦ』であること）

△ △ □ □

7 使用印鑑届
様
式
３

1
入札等で使用する印鑑の届出（電子申
請の場合、『フルカラーのＰＤＦ』で
あること）

○ ○ □ □

8
印鑑証明書
【法務局で発行】

1
令和７年１０月１日以降に発行された
もの

可 ○ ○ □ □

9
経営規模等評価結果通知書（総合評定値通
知書）

1
審査基準日が『令和６年１０月１日～
令和７年９月３０日』の期間内である
こと

可 ○ ○ □ □

10 建設業許可証明書又は通知書 1 最新のものを提出すること 可 ○ ○ □ □

11

（委任先がある場合、提出必須）
①別紙２（１）営業所一覧表（新規許可
等）の『営業しようとする建設業』
②別紙２（２）営業所一覧表（更新）の
『営業しようとする建設業』
③建設業者・宅建業者等企業情報検索シス
テムの画面コピー

1
①～③のいずれか一つを提出すること
※①、②は熊本県へ建設業許可の申請
を行う際に提出したもののこと

可 △ △ □ □

12 技術職員名簿 1
経営事項審査時に提出した名簿を申請
時点の状況に合わせて訂正したもの

可 ○ ○ □ □

13 工事経歴書 1
経営事項審査時に提出したもの（申請
時点で追加等があれば追記しても構わ
ない）

可 ○ ○ □ □

14
履歴事項全部証明書（法人）
【法務局で発行】

法人 1
令和７年１０月１日以降に発行された
もの

可
法人
○

法人
○ □ □

身分証明書（個人）
【代表者の住民票がある自治体で発行】

個人 1 可
個人
○

個人
○ □ □

15
消費税及び法人税の証明（様式その３の
３）※納税証明書
【税務署で発行】

法人 1
令和７年１０月１日以降に発行された
もの

可
法人
○

法人
○ □ □

所得税及び消費税の証明（様式その３の
２）※納税証明書
【税務署で発行】

個人 1 可
個人
○

個人
○ □ □

16 役員及び株主（出資者）調書
様
式
４

1
資本関係・役員等に関する調査
該当しない場合は「該当なし」と記入
し提出すること

○ ○ □ □

17 誓約書
様
式
５

1
水俣市暴力団排除条例に伴う誓約書
（電子申請の場合、『フルカラーのＰ
ＤＦ』であること）

○ ○ □ □

以降は、水俣市内に主たる営業所を有する者、水俣市内の支店等に入札・契約関連業務を委任する者のみ提出すること。

18
前期（１期前）の経営事項審査結果通知書
（総合評定値通知書）

1
審査基準日が『令和５年１０月１日～
令和６年９月３０日』の期間内である
こと

可 ○ ○ □ □

前々期（２期前）の経営事項審査結果通知
書（総合評定値通知書）

1
審査基準日が『令和４年１０月１日～
令和５年９月３０日』の期間内である
こと

可 ○ ○ □ □

19 技術事項等評価項目申請書
様
式
６

1 × △ □ □

1/3



商号又は名称

　提出書類及び添付書類一覧表（建設工事・新規申請）
○ 必須
△ 該当する場合のみ要提出
× 不要

（別紙）

№ 提出書類 様式
法人
個人

部数 摘要 写し
電子
申請

郵送又
は持参

申請者
確認

市確認 不足書類

20
エコアクション２１又はＩＳＯ９００１、
１４００１の認証登録

1
一般財団法人 持続性推進機構等の発行
する認証・登録証

可 △ △ □ □

21 障がい者雇用状況報告書 1 障がい者雇用義務が有る場合 可 △ △ □ □
障がい者手帳 1 障がい者雇用義務が無い場合 可 △ △ □ □
障がい者の雇用状況を確認できる書類（健
康保険被保険者証の写し等）

1 可 △ △ □ □

22

学校教育法に規定する学校又は専修学校を
令和３年度から令和５年度までの間に卒業
したことがわかる書面（卒業証書又は卒業
証明書の写し等）

1 新規学卒者住民の雇用状況 可 △ △ □ □

現在も継続して雇用していることがわかる
書面（健康保険被保険者証の写し等）

1 可 △ △ □ □
23 保護観察所が発行する証明書 1 保護観察対象者等の雇用 可 △ △ □ □

24

（常用雇用労働者数１０人以上の事業所の
場合）
就業規則の写し
※労働基準監督署の受付印は必須

1

・男女共同参画の状況（育児休業及び
介護休業制度の有無）
・就業規則すべての写しを添付する必
要なし。商号又は名称、就業規則の制
定年月日、労働基準監督署の受付印、
育児休業制度及び介護休業制度が確認
できる部分のみで可。

可 △ △ □ □

（常用雇用労働者数１０人未満の事業所の
場合）
就業規則の写し

1

・男女共同参画の状況（育児休業及び
介護休業制度の有無）
・就業規則すべての写しを添付する必
要なし。商号又は名称、就業規則の制
定年月日、育児休業制度及び介護休業
制度が確認できる部分のみで可。

可 △ △ □ □

25

（市が発注する土木一式工事の競争入札へ
の参加を希望する場合）
土木関係の継続学習制度（ＣＰＤＳ）の学
習履歴証明書等

1
・継続学習制度（ＣＰＤＳ）や継続能
力開発制度（ＣＰＤ）の単位取得状況

可 △ △ □ □

（市が発注する建築一式工事の競争入札へ
の参加を希望する場合）
建築関係の継続能力開発制度（ＣＰＤ）の
実績証明書等

1

・令和４年度から令和５年度までに取
得したものが対象

可 △ △ □ □

26
市の防災活動に一定の役割を担っているこ
とが確認できる証明書（協定に基づき災害
復旧活動に従事する証明書等）

市の防災対応状況 可 △ △ □ □

水俣市建設業協会やその他の組織の会員で
あることの証明書（組織図等）

可 △ △ □ □

27 水俣市上下水道局の防災対応状況
水俣市上下水道局に直接確認するため
書類の提出は不要

28
（大臣や知事から表彰を受けた場合）
表彰状等の写し

1 大臣表彰や知事表彰の状況 可 △ △ □ □

29
水俣市消防団在籍証明書
【水俣市危機管理防災課で発行】

水俣市消防団員雇用の状況 △ △ □ □

現在も雇用していることが確認できる書類
（健康保険被保険者証の写し等）

可 △ △ □ □

30 役員・従業員名簿
様
式
７

1 正規雇用者が対象 ○ ○ □ □

現在も雇用していることが確認できる書類
（「健康保険・厚生年金被保険者報酬月額
算定基礎届総括票」の写し等）

1 可 ○ ○ □ □

31 技術者内訳書
様
式
８

1
記載されていない資格は適宜追加する
こと

○ ○ □ □

資格者証、取得免許等の写し 1 可 ○ ○ □ □

32 事務所状況調書
様
式
９

1 事務所の状況（地図・写真含む。） ○ ○ □ □
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商号又は名称

　提出書類及び添付書類一覧表（建設工事・新規申請）
○ 必須
△ 該当する場合のみ要提出
× 不要

（別紙）

№ 提出書類 様式
法人
個人

部数 摘要 写し
電子
申請

郵送又
は持参

申請者
確認

市確認 不足書類

33
水俣市税の滞納のない証明書
【水俣市税務課で発行】

法人 1

本店・本社又は委任先の「滞納のない
証明書」(事業所)
※令和７年１０月１日以降に発行され
たもの

可
法人
○

法人
○ □ □

水俣市税の滞納のない証明書、又は、代表
者の住民票がある自治体が発行する滞納の
ない証明書

法人 1

代表者又は委任先の代表者の「滞納の
ない証明書」
※令和７年１０月１日以降に発行され
たもの

可
法人
○

法人
○ □ □

【水俣市税務課又は住民票のある自治体で
発行】 個人 1

代表者の「滞納のない証明書」
※令和７年１０月１日以降に発行され
たもの

可
個人
○

個人
○ □ □

34 熊本県ＳＤＧｓ登録事業者登録証 1 熊本県ＳＤＧｓ登録制度への登録状況 可 △ △ □ □

↓※ここから下は市の確認・記入欄ですので、申請者は記入しないでください。↓

不足書類の有無 　　→　　有　・　無

ＦＡＸ送信日： 月 日 【不足書類の内容】

●№（ ）の書類が不足していますので、（ 郵送 ・ ＦＡＸ ・ メール ）してください。

●№（ ）の書類の内容が不足（ 記入漏れ ・ 押印漏れ、・ 記入ミス ・ その他 ）していますので、

再度、（ 郵送 ・ ＦＡＸ ・ メール ）してください。

●その他
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商号又は名称

　提出書類及び添付書類一覧表（建設工事・工種追加）
○ 必須
△ 該当する場合のみ要提出
× 不要

（別紙）

№ 提出書類 様式
法人
個人

部数 摘要 写し
電子
申請

郵送又
は持参

申請者
確認

市確認 不足書類

1
黄色Ａ４縦ファイル（下記の書類を綴じ
る）

1

※表紙及び背表紙に、上部を空けて
（背表紙については上部を１０センチ
程度空けて）商号又は名称を記載して
提出すること。

× ○ □ □

2 資格審査結果通知書の送付用封筒 1 ・認定通知を４月以降に発送予定 × ○ □ □
（郵送の場合、必要があれば）
受付を行った申請書の返送用封筒

1
※返送用封筒は、長３封筒に１１０円
切手貼付、住所・宛名を記載すること

× △ □ □
3

提出書類及び添付書類一覧表（建設工事・
工種追加）

1 郵送又は持参の場合、提出必須 × ○ □ □

4

令和８年度（２０２６年度）水俣市工事入
札参加者資格審査申請に係る申請担当者又
は申請代理人について　≪建設工事、測
量・建設コンサルタント等≫

1 郵送又は持参の場合、提出必須 × ○ □ □

5 入札参加者資格審査申請書（建設工事）
様
式
１

1 × ○ □ □

（受付確認が必要な場合）
入札参加者資格審査申請書（建設工事）

様
式
１

1
受付確認が必要であれば、原本とは別
に１部提出すること（写しでも可）

可 × △ □ □

9
経営規模等評価結果通知書（総合評定値通
知書）

1
審査基準日が『令和６年１０月１日～
令和７年９月３０日』の期間内である
こと

可 ○ ○ □ □

10 建設業許可証明書又は通知書 1 最新のものを提出すること 可 ○ ○ □ □

11

（委任先がある場合、提出必須）
①別紙２（１）営業所一覧表（新規許可
等）の『営業しようとする建設業』
②別紙２（２）営業所一覧表（更新）の
『営業しようとする建設業』
③建設業者・宅建業者等企業情報検索シス
テムの画面コピー

1
①～③のいずれか一つを提出すること
※①、②は熊本県へ建設業許可の申請
を行う際に提出したもののこと

可 △ △ □ □

12 技術職員名簿 1
経営事項審査時に提出した名簿を申請
時点の状況に合わせて訂正したもの

可 ○ ○ □ □

13 工事経歴書 1
経営事項審査時に提出したもの（申請
時点で追加等があれば追記しても構わ
ない）

可 ○ ○ □ □

以降は、水俣市内に主たる営業所を有する者、水俣市内の支店等に入札・契約関連業務を委任する者のみ提出すること。

18
前期（１期前）の経営事項審査結果通知書
（総合評定値通知書）

1
審査基準日が『令和５年１０月１日～
令和６年９月３０日』の期間内である
こと

可 ○ ○ □ □

前々期（２期前）の経営事項審査結果通知
書（総合評定値通知書）

1
審査基準日が『令和４年１０月１日～
令和５年９月３０日』の期間内である
こと

可 ○ ○ □ □

31 技術者内訳書
様
式
８

1
記載されていない資格は適宜追加する
こと

○ ○ □ □

資格者証、取得免許等の写し 1 可 ○ ○ □ □

↓※ここから下は市の確認・記入欄ですので、申請者は記入しないでください。↓

不足書類の有無 　　→　　有　・　無

ＦＡＸ送信日： 月 日 【不足書類の内容】

●№（ ）の書類が不足していますので、（ 郵送 ・ ＦＡＸ ・ メール ）してください。

●№（ ）の書類の内容が不足（ 記入漏れ ・ 押印漏れ、・ 記入ミス ・ その他 ）していますので、

再度、（ 郵送 ・ ＦＡＸ ・ メール ）してください。

●その他
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